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立地適正化計画と地域公共交通計画の一体作成

○ ｢都市計画運用指針｣｢地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針｣を改正し、市町
村等に対して、相互に両計画の整合性を図り、一体的かつ具体的に取組を記載することや、同時
期に作成や見直しをすること推奨している。

都市計画 運用指針 地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する
基本方針
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(4)都市の骨格となる公共交通軸の即地的・具体的な位置付け
4．目指すべき都市の骨格構造の検討について
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記載にあたっての留意事項

〇地域公共交通計画や都市・地域交通総合戦略等を
踏まえ、可能な範囲で具体的、即地的に記載

【具体的とは】
①交通モード
⇒鉄道、LRT、基幹バス等について記載
②サービスレベル
⇒駅・停留所や主要目的地等へのアクセス性、所
要時間、運行本数等について具体的に記載する
ことが考えられる

【即地的とは】
③路線（ルート）・区間
④主要な駅、停留所等
※ポイントでなくても可（例：図書館半径300m）
⑤関連する都市機能等
⇒各々の位置関係がわかるように即地的に記載
※例えば1/2500程度の縮尺図を下図として使用

具体的な記載内容（例）

図書館図書館
（半径 300m内）

駅

駅

駅

駅

駅

商業施設・
エリア

福祉・周辺施設

駅前広場

都市機能

（駅前広場、商業、
医療、図書館等の
都市機能）

文化施設

公共交通軸

基幹鉄道路線
（A駅～Z駅）
基幹路線(BRT/ LRT)
（a停留所～z停留所）

駅

都市全体
（模式化）

詳細

○多極ネットワーク型のコンパクトシティの実現に向けて、拠点間を結ぶ都市の骨格となる公共交通ネットワー
クの確保・充実が必要であり、その実効性を高めるため、公共交通ネットワークの確保に係る取組とまちづく
りとの一体的な推進がますます求められています。

○立地適正化計画において、都市の骨格となる公共交通軸について、路線、駅・停留所の位置、サービスレベル
等を即地的・具体的に位置付け、これと併せて、公共交通の確保・充実を支える拠点整備等に係る取組を一体
的かつ具体的に定めることが重要です。

サービスレベル
●徒歩圏人口カバー率30%
●およそ30分以内で中心部へ到達
●昼間時20分、ラッシュ時10分程度
の運行回数

目指すべき都市の骨格構造における公共交通軸の位置付け

○都市の骨格構造における公共交通軸の位置付けの重要性について、「立地適正化計画作成の手引き」、「都市計画運
用指針」に明示的に記載

出典：
立地適正化計画の手引き



立地適正化計画と公共交通施策の連携事例
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○ 金沢市において、令和5年3月に作成された第３次金沢交通戦略では、「交通から暮らしの質やまち
の魅力を高めるまちづくり」を基本的な考え方として掲げ、相互に整合性が図られている。



意見交換 論点①

居住誘導区域・都市機能誘導区域及び公共交通軸沿線と
各種施策の連動



⑨ 公的不動産
公共施設の再編は都市の在り方に密接に関わるものであることから、公共施設等総合管理計画等の公的不動産（市町村が保有する公有地及

び公共施設等）に関する計画と連携を図ることにより、たとえば、公共施設を再編するに当たって都市機能誘導区域への集約化を図る、既存の
公共施設や公有地を有効活用して誘導施設を整備する等の取組を進めることが望ましい。

③ 地域公共交通
コンパクトシティの実現に当たっては、地域公共交通の確保・充実を図ることも重要であり、立地適正化計画において、居住誘導区域及び都市機

能 誘導区域の設定と地域公共交通の確保・充実に関する取組とが整合をもって定められることが必要である。このような観点から、地域公共交
通の活性化及び再生に関する法律に規定する地域公共交通計画は、市町村マスタープラン（これにみなされる立地適正化計画を含む。）との調
和を保つこととされているところであり、両計画の内容の整合が図られ、地域公共交通の確保・充実と居住・都市機能の誘導が好循環をもたらしな
がら効果的に図られるよう十分に調整を行うべきである。また、立地適正化計画と地域公共交通計画の作成や見直しを同時期に行う場合など、
可能な場合には、それらを一体の計画として作成することが望ましい。
なお、両計画の作成過程においては、都市計画担当部局と公共交通担当部局の双方が情報共有などの連携を図りつつ積極的に両計画の作成

に係る業務を行うことや、市町村都市計画審議会や市町村都市再生協議会、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に定める協議会等
の場において両計画の内容を踏まえた協議や意見聴取が行われることで、地域公共交通計画の検討内容を考慮しつつ立地適正化計画の検討を
進めることが容易となるほか、地域公共交通計画の作成プロセスにおいても立地適正化計画の検討内容を考慮できるなど、両計画の整合や一体的
推進にあたり有効な場合があると考えられる。

立地適正化計画と公共施設等の連携について

Ⅳ－１－３ 立地適正化計画

立地適正化計画は、都市全体の観点から、居住機能や医療・福祉等の都市機能の立地、公共交通の充実等に関する包括的なマスター
プランとして作成するものである。したがって、下記のように、公共交通施策、商業施策、環境・緑地施策、住宅施策、医療・福祉施策、農業
施策、防災・減災施策など多様な分野の計画との連携が求められる。

◎都市計画運用指針(第12版(令和６年３月))
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① 市町村マスタープラン
② 都市計画区域マスタープラン

④ 中心市街地活性化、⑤ 脱炭素型まちづくり、⑥ 緑地保全・緑化推進、⑦ 住生活、⑧ 福祉・医療

６．他の計画との関係

⑩ 農業・林業、⑪ 防災、減災、⑫ バリアフリー



都市機能誘導区域における施設の状況

○立地適正化計画に位置付けられた誘導施設について、市町村全域に存する施設数に対して、
都市機能誘導区域内に立地する施設数の占める割合が維持又は増加している市町村数の割合が2/3以上
であることをアウトカム指標としてモニタリング

都市機能誘導の効果

都市機能誘導
区域内施設数
（n）

行政区域内施設数（N）

□（評価年）
□（評価年）

□（基準年）
□（基準年）≥

の場合に誘導効果「有り」

合計減少した都市維持した都市増加した都市評価時点

231都市34.6%80 都市32.5%
75
都市

32.9%
76
都市

R2.4.1

310都市36.8%114 都市28.4%
88
都市

34.8%
108
都市

R3.4.1

383都市32.1%123 都市31.9%
122
都市

36.0%
13８
都市

R4.4.1

431都市36.4%157 都市29.0%
125
都市

34.6%
149
都市

R5.4.1

評価時点において計画策定より１カ年以上経過している都市を
対象に国土交通省が各自治体にアンケートを行い集計。データ
欠損がある場合は「減少」に含む。

数値の把握方法

※誘導施設とは、医療施設、福祉施設、商業施設その他
の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施
設であって、都市機能誘導区域に誘導する施設として市
町村が決定する施設
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居住誘導区域における人口の状況

○市町村の全人口に対して、
居住誘導区域内に居住している人口の占める割合が増加している市町村数の割合が2/3以上
であることをアウトカム指標としてモニタリング

居住誘導の効果

居住誘導区域内
人口（p）

行政区域内人口（P）

□（評価年）
□（評価年）

□（基準年）
□（基準年）>

の場合に誘導効果「有り」

合計減少した都市増加した都市評価時点

229都市30.1%69 都市69.9%160 都市R2.4.1

308都市28.6%88 都市71.4%220 都市R3.4.1

380都市33.9%129 都市66.1%251 都市R4.4.1

429都市36.1%155 都市63.9%274 都市R5.4.1

評価時点において計画策定より１カ年以上経過している都市
を対象に国土交通省が各自治体にアンケートを行い集計。
データ欠損がある場合は「減少」に含む。

数値の把握方法
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(参考）居住及び都市機能に関する主な誘導施策

居住誘導区域内の居住環境の向上、公共交通の確保等、居住の誘導を図るために、財政上、金融上、税制上の支援
措置等を記載することができる。

の○国の支援を受けて市町村が行う施策
➣居住誘導区域内の住宅の立地に対する支援措置

例）家賃補助、住宅購入費補助 等
➣基幹的な公共交通網のサービスレベルの確保のための

施策 等
➣居住誘導区域外の災害の発生のおそれのある区域につ

いては、災害リスクをわかりやすく提示する等、当該
区域の居住者を居住誘導区域に誘導するための所要の
措置

➣都市のスポンジ化対策のための制度活用

○居住誘導区域内に居住を誘導するために市町村が講ずる施策（都市再生特別措置法§81②2）

○市町村が独自に講じる施策

➣居住者の利便の用に供する施設の整備
例）都市機能誘導区域へアクセスする道路整備 等

➣立地適正化計画等に都市の骨格となる基幹的な公
共交通軸として具体的かつ即地的に位置付けられ
ている公共交通に関する施設の整備
例）鉄道・LRT・BRT等の走行空間 等

➣公共交通の利便性の確保を図るため交通結節機能
の強化・向上 例）バスの乗換施設整備 等
等

都市機能誘導区域内に都市機能の誘導を図るために、財政上、金融上、税制上の支援措置等を記載することが
できる。また、民間による都市機能の立地を誘導するには、官民の役割分担や民間事業者が活用可能な施策など投資
の判断材料を事前明示することが重要である。

➣誘導施設の整備
➣歩行空間の整備
➣民間事業者による誘導施設の整備に対する支援施策

○国等が直接行う施策

○国の支援を受けて市町村が行う施策

➣誘導施設に対する税制上の特例措置
➣民間都市開発推進機構による金融上の支援措置

➣民間事業者に対する誘導施設の運営費用の支援施策
➣市町村が保有する不動産の有効活用施策 等

例）公有地の誘導施設整備への活用
➣福祉・医療施設等の建替等のための容積率等の緩和
➣民間事業者の活動のための環境整備・人材育成
➣金融機関との連携による支援
➣都市のスポンジ化対策のための制度活用

○市町村が独自に講じる施策

○都市機能誘導区域内に誘導施設の立地を誘導するために市町村が講ずる施策
(都市再生特別措置法§81②3)
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まちづくりの観点からの地域医療構想の推進事例

○ 福島県・県北地域（※）では、急性期病床が過剰で回復期病床が不足していた。そのため、平成30年１月に大原医療
センターの急性期分野を大原綜合病院に集約。同時に、大原医療センターに地域包括ケア病棟と回復期リハビリテー
ション病棟を開設。急性期の大原綜合病院と回復期の大原医療センターが役割分担して地域医療に貢献。

○ 大原綜合病院の開院及び大原医療センターの病棟開設に当たって、地域医療介護総合確保基金のⅠー１（地域医療構
想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業）を活用。

○ また、大原綜合病院は移転新築に当たって、福島県福島市の都市再生整備計画に位置付けられた都市機能誘導区域内
の基幹的誘導施設として、国土交通省の補助金も活用。

※ 県北地域・・・福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村

各 医 療 機 関 の 位 置 関 係

大 原 綜 合 病 院
（ 3 5 3 床 ）

大 原 医 療 セ ン タ ー
（ 1 9 0 床 ）

大 原 綜 合 病 院
（ 4 2 9 床 ）

急性期 429床

回復期 ０床

機

能

別

内
訳

大 原 医 療 セ ン タ ー
（ 1 9 5 床 ）

合 計 ： 6 2 4 床

移転新築 新病棟開設

合 計 ： 5 4 3 床
（ ▲ 8 1 床 ）

急 性 期 ： ▲ 2 7 1 床
回 復 期 ： ＋ 1 9 0 床

病 床 の 状 況

再
編
前

再
編
後

急性期 195床

回復期 ０床

機

能

別

内
訳

急性期 624床

回復期 ０床

機

能

別

内

訳

急性期 353床

回復期 190床

機

能

別

内
訳

急性期 353床

回復期 ０床

機

能

別

内

訳

急性期 0床

回復期 190床

機

能

別

内

訳

第 1 1 回 地 域 医 療 構 想 及 び 医 師 確 保 計 画 に
関 す る ワ ー キ ン グ グ ル ー プ

令 和 ５ 年 ３ 月 １ 日

資料４

一部改変
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※「枝の交通」のうち、基幹的な公共交通軸につ
いて、立地適正化計画の手引において定められて
いる。

「幹・枝・葉の交通」のうち、「枝の交通」は「公共交通軸」として階層化（都心、幹線、支線など）し、それぞ
れ一定の水準（運行頻度・回数）を目標として設定。立地適正化計画の「公共交通軸」と具体的・即地的
に一致させ、まちづくり政策（施設配置や空間形成等）と実質的連携を図ることが重要。

「アフターコロナ時代に向けた地域交通の共創に関する研究会 」中間整理（令和４年３月３０日）より

「立地適正化計画」における公共交通軸

【枝の交通】
路線バスや地域鉄道等、定時
定路線で運行される地域交通

【基幹的な公共交通軸】
中心拠点を中心に地域/生活拠
点、居住を誘導すべき地域を結ぶ
都市軸で、将来にわたり一定水準
以上のサービスで運行する公共交
通路線等

「立地適正化計画作成の手引き」（令和５年11月改訂）より

枝の交通

葉の交通

幹の交通

「公共交通軸」として階層的に水準を設定
（例）都心、幹線、支線、生活など

地域公共交通計画の公共交通軸（イメージ）

・設定例：１日３本（朝、昼、晩）
・設定例：2時間に１本 以上
・設定例：ピーク時３本/時 以上

・設定例：３～４本/時 以上（※）
※ パターンダイヤ等のわかりやすさも含め、
時刻表が気にならないレベル

品質保証（おでかけ需要）

性能保証（生活需要）

「幹・枝・葉の交通」の考え方

公共交通軸の設定について

※「地域公共交通計画」と「立地適正化計画」で
は、計画期間等が異なることに留意が必要。
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（参考）公共交通軸の設定例①

○需要に応じて「都心・幹線」、
「支線」、「生活交通」を分類し、
それぞれのサービス水準を設定。
○都心・幹線は15分に１本
（最低30分に１本）、支線
は１時間に１本程度の設定。

岡山市地域公共交通利便増進実施計画【第１弾】

● 需要に応じて路線を階層化し、階層ごとに都市計画（立地適正化計画など）と連動した公共交通軸
のサービス水準を設定することが有用。

（需要の見える化と立地適正化計画との連動）
１便あたりの平均利用者数（路線バス・路面電車）を見え
る化し、需要を把握。

立地適正化計画において定められる居住誘導区域を考
慮したサービス水準の設定。

（需要の階層化）
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（参考）公共交通軸の設定例②

公共交通軸の水準公共交通軸の水準の考え方公共交通軸の考え方市町村

＜コミュニティバス「ゆらのすけ」＞
１日３往復
※市内連携軸のうち特定ルートのみ運行

＜市内連携軸のうち、コミュニティバス「ゆらのすけ」運行区間＞
市外連携軸や市内連携軸、地域内交通との乗り継ぎに配慮した運行
水準を確保するために、交通事業者と連携し今後も需要に応じて維持
することが必要

市内連携軸
：市内各地域や生活機能拠点と都市機能拠点を結ぶ

役割
約５万人兵庫県

赤穂市

＜基幹バス＞
昼間、夜間時間帯は２時間に１本以上

＜特定目的バス＞
○昼間時間帯は、２時間に１本程度

＜基幹バス＞
○通勤、通学、通院、買物、娯楽など幅広い移動需要に対応し、民間
交通事業者が主体となって運行を実施するものとするが、設定した
サービス水準の確保に向け、亀山市は必要に応じ、運行支援を実施

＜特定目的バス＞
○通勤などの移動目的に対応し、民間交通事業者が主体となって運行
を実施

市の公共交通軸
：基幹バス（市外へのアクセス需要にも対応）
：特定目的バス（特定地区へのアクセス需要に対応）

約５万人三重県
亀山市

比較的高いサービス水準確保（５往復/日）

○基幹バスを補完する伊賀市の放射路線であり、中心市街地と地域の
生活拠点(支所、医療施設、商業施設等)、鉄道駅、基幹バスへのア
クセス利便性の確保に留意

○公共交通軸との乗継利便性の確保に留意

生活交通軸（準幹線バス）
：拠点施設へのアクセス機能を有する路線約10万人三重県

伊賀市

①1時間に３～４本以上、最大運行間隔20
分以内

②１時間に２本以上

①・②共通
○公共交通沿線地域の定住促進に資する、市町村間および地域間を
結ぶ公共交通ネットワークの利便性・持続性を向上

○公共交通間での適切な役割分担を図り、需要に応じきめ細かな移動
に対応し、外出しやすい居住環境を形成

【市内幹線軸】
①幹線
：平日・昼間時（10～15時台）において、 高いサービ

ス品質を確保
②準幹線
：平日・昼間時（10～15時台）において、幹線軸に

次ぐ サービス品質を確保

約22万人青森県
八戸市

（バス路線）
ピーク時約2～3 本/時以上、昼間時約2 本/
時以上

バス路線については、
市内のバス路線のうち、鉄軌道を補完しながらコンパクトなまちづくりを
形成するバス路線として、運行頻度の高い（※）路線、地域生活拠点
と都心を結ぶ路線、主要施設と都心を結ぶ路線
※公共交通の運行頻度と満足度は、市民意識調査結果から｢時間当たり2本以上あれば、
約半数以上の人が便利な本数との意識が強い｣ことから設定。

公共交通軸
：すべての鉄軌道、重要なバス路線区間約40万人富山県

富山市

①鉄道：3～5 本/時間･方向
路線バス：1～3 本/時間･方向
コミュニティ交通：1 本/時間･方向
②コミュニティ交通：地域のニーズに応じた本数

○各日常生活圏から基本生活圏内の中心拠点に徒歩と公共交通
（鉄道、路線バス、コミュニティ交通）で移動可能

○中心拠点までの公共交通サービスは、一定のサービスレベルを確保

①支線：主に拠点と日常生活圏を結ぶ路線
②地域内線：日常生活圏の移動を支える路線約48万人兵庫県

西宮市

■地域公共交通計画における「公共交通軸」（主に市内幹線軸）の設定例

（参考）都市構造の評価に関するハンドブック（2014）においては、「基幹的公共交通路線」を「日 30 本以上の運行頻度の鉄道路線及びバス路線」と定義。 13
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〇 多様な分野の関係者の実質的な参画のため、法定協議会に加えて、各分野における課題・施策の共
有やデータ（移動ニーズ等）の共有を図る部局横断的な庁内体制の構築を推奨。
※地域公共交通会議や新モビリティサービス協議会等、他の会議体と連携・活用することも推奨。（各会議体の性格は、46ページ参照）
〇 分野横断的な施策連携の議論や他分野資金の活用を検討する環境整備を推奨。

庁内連携体制

検討事例

出典：根室市地域公共交通計画より抜粋

【北海道根室市】
地域公共交通計画に福祉有償運送やスクールバスのデータを記載。

交通
都市

観光

医療

・・・商工

福祉

教育

道路

地域公共交通計画、交通関連データの提供 等

立地適正化計画
まちづくり関連データの提供 等

観光圏整備計画
観光関連データ
（観光施設の利用者情報等）の提供 等

医療計画
医療関連データ
（医療施設の利用者情報等）の提供 等

商業関連データ
（商業施設の利用者情報等）の提供 等

教育振興基本計画
教育関連データ

（スクールバス情報等）の提供 等

地域福祉計画
福祉関連データ

（福祉関連施設の利用者情報等）の提供 等

【愛媛県大洲市】
スクールバスの混乗利用を実施。現状と課題を地域公共交通計画に記載。

出典：大洲市地域公共交通計画より抜粋

・
・
・

路線バスが廃止になった地域や、福祉バスでは対応できなかった
地域では、一般の人も利用できるスクールバスが運行。

多様な分野の関係者の実質的参画（他分野データの利活用）

道路の関連計画
道路関連データの提供 等

法定協議会の体制

○市町村
- 市町村長
- 関係部局長

○公共交通事業者
○道路・港湾管理者
- 地方整備局
- 都道府県

○計画内の事業実施主体
- ＮＰＯ法人等

○公安委員会
- 警察署

○利用者
○学識経験者

○利用者等
- 商業
- 高齢者
- 子育て
- 障害者
- 教育
- 医療
- 観光…

基本的な構成員（例）

課題に対応した
構成員（例）

連携を後押し

※都道府県の場合は、公安委員会及び警察（交通管理者）も参画することが望ましい。

各分野における
課題・施策・データの共有

14



福崎町コミュニティバスのクロスセクター効果で
公共交通の価値の見える化をはかる

（出典）福崎町地域公共交通網形成計画より抜粋、同資料をもとに国土交通省作成

隣接する市町と連携したコミュニティバス運行

○ コミュニティバスが有する多面的な効果を可視化するため「クロスセクター分析」を実施し、廃止した場合の追加的代替費
用を算出することで、運行にかかる費用を単なる赤字補填ではなく、「地域を支える効果的な支出」と位置づけ、行政支出
を継続。

○ 町内工業団地付近の自動車交通による渋滞緩和や総合病院への診療需要、市町相互間の移動需要への対応のため、
隣接する市町と連携したコミュニティバスの運行形態を整備し、広域交通ネットワークを形成。

クロスセクター効果算出における行政部門間の意見交換を通じて、
交通以外の他の部門が交通施策の必要性を認識する機会となる

【姫路市と連携した取り組み】

福崎町
（商業施設）

市川町
（総合病院への拠点）

通院（診療）

買い物

連携コミバス

【市川町と連携した取り組み】

JR福崎駅～西部工業
団地～溝口ニュータウ
ン～溝口駅をつなぐ新
たな路線を運行し、公
共交通空白地を解消

朝・夕のピークタイムは
ピストン運行にするなど
需要に合わせた運行形
態を調整

＜目標と進捗＞
○目標：サルビア号まちなか便利用者数 2025年度 14,000人
（2016年度から1日あたり利用者数を5名増やす想定（43人→48人）で目標設定）
○進捗：2016年度 12,623人、2022年度 10,216人
（コロナ禍による利用者減少が背景にあり）

（参考）他分野データを活用した事例（兵庫県福崎町）

15



論点①の整理

16

■関係府省庁（構成員）との連携における現状と課題
・構成員だけでなく多くの関係部局において、コンパクトシティの共有認識が得られ、コンパクトシティ
に資するまちなかに向けた施策や予算制度、ガイドラインが実施・公表されている。
・また、都市の骨格となる地域公共交通の確保維持に向けては、関係府省庁の連携の下、地域公共
交通の「リ・デザイン」と社会的課題解決と一体的に推進することとされている。都市分野においても、
運用指針等において公共交通軸の重要性について改めて周知を行っている。
・関係部局との連携をさらに強化し、居住誘導区域・都市機能誘導区域及び公共交通軸の沿線へ
の実効的な居住・都市機能誘導を推進することが必要

■構成員のみなさまにご議論いただきたいこと
コンパクト・プラス・ネットワークの実現に向けて、居住・都市機能誘導施策及び地域交通施策と関係府
省庁（他分野）の各種施策等について、具体的にどのように連動させていくか（例：まちづくり・地域交
通を踏まえた医療施設・教育施設の統合等）。
＜居住誘導区域・都市機能誘導区域と個別施設との立地に関する連携策案＞
・都市機能誘導施設となりうる施設の再編・集約等を行う場合に、都市機能誘導区域内や公共交通軸
の沿線への立地を行う ことを推奨する、あわせて立地適正化計画未策定自治体には計画策定も促す
など、各種施設の立地において、立地適正化計画との連携を各種マニュアル等で位置付け、自治体
へ更なる周知を図る
（例）「関係省庁インフラ長寿命化計画（行動計画） 」等
・その際、都市再編再編集中支援事業等、活用可能なコンパクトシティの形成に関連する支援施策に
ついて、具体的に記載・周知を行う



圏域・広域施策との連携

意見交換 論点②



広域枠組み制度の推奨

○人口減少・少子高齢化社会において、社会情勢や地域構造の変化に対応した広
域的・戦略的なインフラマネジメントが注目されるなど、市町村内におけるまちづくり
（ミクロ）の観点とあわせて、市町村を跨ぐ広域的な観点でのまちづくり（マクロ）
に関する検討の必要性が高まっている。

まちづくり関連

個別分野（インフラ老朽化対策等）

地域インフラ群再生マネジメント 医療圏

地域生活圏

広域的な立地適正化の方針

連携中枢都市圏

＜様々な分野で検討が行われている広域・圏域の概念の例＞

等

等
流域治水

広域都市計画

18



広域（周辺市町村）の観点から考慮すべき事項とはなにか

19

○連携中枢都市圏や広域連合、一部事務組合といった広域行政組織の単位があることに加え、流域治水や公共交
通の分野では連携すべき内容に応じた関係自治体が一体となって計画の作成及び計画に基づく取組を実施

⇒広域で取組の必要性について検討する際には、広域といっても定義は単一ではなく、連携すべき要因により評価の
際に考慮すべき関係市町村の対象は異なると考えられるため、都市計画区域を基本としつつ自市町村のみならず、
様々な圏域概念に基づく関係市町村の状況を認知できるよう、情報提供に努めることが重要ではないか

【様々な圏域による広域連携のイメージ】

A
市

B
市

C
市

流域圏での連携

D
町

交通圏での連携

医療圏での
連携

E市
都市計画区域



広域（周辺市町村）を単位にする政策一覧

20

広域的な評価
活用分野（案）

連携の目的内容項目

土地利用
国や他計画による広域構想や都市の歴史、地
形、交通網や都市施設の配置状況、社会的、経
済的な視点などから総合的に見た計画策定

・都市計画区域マスタープランを広域
圏単位で策定
・広域圏を対象とした「圏域計画」と、
広域圏に含まれる各都市計画区域
を対象とした「都市計画区域マスター
プラン」で構成 等

広域都市計画

防災（水害）
流域のあらゆる関係者との協働により、流域全
体で総合的かつ多層的な対策の実施

国、流域自治体、企業等が協働し、
各水系で重点的に実施する治水対
策の全体像を取りまとめるもの

流域治水

財政効率 等
広域にわたり処理することが適当であると認め
られるものに関し、必要な連絡調整を図り、総合
的かつ計画的に広域行政を推進

様々な広域的ニーズに柔軟かつ効
率的に対応するとともに、権限委譲
の受け入れ体制を整備するため、平
成7年6月から施行されている制度

広域連合

交通利便性、
生活利便性

古くから文化的なつながりを持つ、日常生活圏
内での役割分担とネットワーク強化

地方圏において、昼夜間人口比率お
おむね１以上の指定都市・中核市と、
社会的、経済的に一体性を有する近
隣市町村とで形成する都市圏

連携中枢都市圏

医療
医療機能に見合う資源の効果的・効率的な配置
を促し、患者が状態に見合った病床で、より良質
な医療を受けられる体制づくり

都道府県が病床の整備を図るにあ
たって設定する地域的単位

医療圏

○広域の単位の考え方は、連携の目的に応じて多種多様であるとともにその役割や権限についても異なっている状況
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【計画作成に対する支援：コンパクトシティ形成支援事業】

広域的な立地適正化の方針の作成に、重点的に支援

◯複数の市町村が共同して広域的な立地適正化の方針を作成し、これに基づいて各市町村が立地適正化計画を作成することを
推進し、これに対する重点的な支援を行っている。

広域連携の事例

●中播磨圏域の立地適正化の方針（H29.3）
・兵庫県姫路市、たつの市、太子町、福崎町

●燕三条圏域広域立地適正化に関する基本方針（H29.4）
・新潟県三条市、燕市

●館林都市圏広域立地適正化に関する基本方針（H29.5）
・群馬県館林市、板倉町、明和町、千代田町、邑楽町

●泉北地域の広域的な立地適正化の方針（H29.11）
・大阪府堺市、泉大津市、和泉市、高石市、忠岡町

●柳井広域都市圏広域立地適正化に関する基本方針（R4.3）
・山口県柳井市、田布施町、平生町

●下北半島都市圏広域的な立地適正化の方針（R5.8）
・青森県むつ市、横浜町、大間町、東通村、風間浦村、佐井村

広域連携の推進

【計画に基づく取組に対する支援：都市構造再編集中事業】

広域的な利用が想定される基幹的な誘導施設（病院・学校等）整備に
対する支援を強化。（国費率50％）

①基幹的誘導施設（連携市町村内に1カ所）の整備が行えることとし、
補助対象事業費の上限額を12億円×【連携市町村数】に引き上げ。
この場合、連携市町村内で実施する同種の誘導施設の補助対象事業
費の上限は21億円→9億円に引き下げ。

②誘導施設・基幹的誘導施設の事業主体に都道府県、一部事務組合等
を追加

立地適正化計画における広域的な取組の促進について



都市計画区域制度

一体の都市として総合的に整備、開発又は保全すべき区域 【都市計画法第５条】

市町村の行政区域にとらわれず、次の事項等から総合的に判断し、現在及び将来の都市活動に必要な土
地や施設が相当程度その中で充足できる範囲を指定。【都市計画法第５条、運用指針Ⅳ－１－１】

• 土地利用の状況及び見通し
• 地形等の自然条件
• 通勤、通学等の日常生活圏
• 主要な交通施設の設置状況
• 社会的、経済的な区域の一体性

■都市計画区域とは

＜都市計画法第５条第１項 抜粋＞

都道府県は、市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、

自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案
して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。
この場合において、必要があると認めるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができる。

996区域、1,028万 ha（国土の約27％）

※令和4年3月31日時点■指定状況

都市計画区域を指定すると、
都市計画を定めることができる。【都市計画法第６条の２等】
市街地開発事業の施行を行うことができる。【都市計画法第１２条】
建築基準法の集団規定が適用される。【建築基準法第４１条の２】

22



① 圏域全体の経済成長のけん引

産学金官の共同研究・新製品開発支援、六次産業化支援 等

② 高次の都市機能の集積・強化

高度医療の提供体制の充実、高等教育・研究開発の環境整備 等

③ 圏域全体の生活関連機能サービスの向上

地域医療確保のための病院群輪番制の充実、

地域公共交通ネットワークの形成 等

連携中枢都市圏の取組の推進

連携中枢都市圏の意義とは

連携中枢都市圏に何が求められているのか

地域において、相当の規模と中核性を備える圏域において市町村が連携し、コンパクト化とネットワーク化により、

人口減少・少子高齢社会においても一定の圏域人口を有し活力ある社会経済を維持するための拠点を形成

連携中枢都市圏をいかに実現するか

連携中枢
都市宣言

連携協約
の締結

都市圏ビジョン
の策定

連携中枢都市圏形成のための手続き

令和６年４月１日現在、

４０市（３８圏域）が連携中枢都市圏を形成
（近隣市町村を含めた延べ市町村数：３７６）

【連携中枢都市圏とは】
地方圏において、昼夜間人口比率おおむね１以上の指定都市・中核市と、社会的、
経済的に一体性を有する近隣市町村とで形成する都市圏

※ただし、隣接する２つの市（各市が昼夜間人口比率１以上かつ人口１０万人程度以
上の市）の人口の合計が２０万人を超え、かつ、双方が概ね１時間以内の交通圏に
ある場合において、これらの市と社会的、経済的に一体性を有する近隣市町村とで
形成する都市圏についても、連携中枢都市圏と同等の取組が見込まれる場合にお
いては、これに該当するものとする。

地方自治法を改正し、地方公共団体間の柔軟な連携を可能

とする「連携協約」の制度を導入 （平成26年11月１日施行）

平成26年度から、連携中枢都市圏の形成等を推進するため、

国費により支援

平成27年度から 、地方交付税措置を講じて全国展開

は、都市圏を形成している団体（３８圏域）
は、連携中枢都市の要件を満たす市（５９市）
※中核市に移行していない市も含む

連携中枢都市圏の取組の推進（総務省資料より）
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地域生活圏の形成

官民が連携した先進的なモデル事例の創出や伴走支援、横展開
デジタル田園都市国家構想交付金との連携をはじめ関係府省が一体で地域生活圏の形成を促進

デジタルの徹底活用と｢共｣の視点からの地域経営で地方の中心的な都市でも人口減少
生活サービス提供機能が低下・喪失
縦割りの分野、行政だけでは限界

（課題） 地方の危機 （目指す姿） 地域生活圏の形成

○人口減少に伴う市場縮小で提供・維持が
難しくなった生活サービスを、「共助」の考え
方により地元企業が提供する取組が拡大

○それらを行政がデータ連携基盤でつなぐこと
で、市民生活を支えるサービス群「ベーシッ
クインフラ」を構築・実装

○サービスの全体最適化と地域内での経済
流通による持続性向上、住民のWell-
beingの向上を目指す

地域生活圏の形成に向けてのモデル事例 （香川県三豊市）市民生活を支えるサービス群の構築
地元企業等13社の出資によるAIオンデマン
ド交通により、暮らしの自由度を向上

三豊市の基礎情報

取組概要

○人口：6.1万人（R2国調）

○香川県で２番目の広さ

学び・人材育成

空き家活用
地元企業が地域内の空き家
を洗い出し、地域内の起業
ニーズに応じてリノベして提供

地域交通

地元企業等18社の出資で市民
大学を設立し、社員研修等を担う
観音寺市も含めて事業を展開
（地域の連携）

データ連携基盤（事業の連携）
各サービス事業者が持つデータを相互活用

（デジタル田園都市国家構想推進交付金を活用）

主体の連携

（出典）三豊市等関係者提供資料をもとに国土交通省国土政策局作成

<地域経営のポイント>
① 官民パートナーシップによる「主体の連携」
② 分野の垣根を越えた「事業の連携」
③ 市町村界にとらわれない「地域の連携」

□ 生活サービスの利便性の最適化と複合化
□ 地域内経済循環の仕組みを構築

⇒ サービスが持続的に提供される地域生活圏を形成

○国土形成計画（R5.7閣議決定）抜粋
デジタルを徹底活用しながら、暮らしに必要なサービスが持続的に提供される地域生活圏を形成し、地域課題の解決と地域の魅力向上を図る。

二地域居住等・仕事マッチング
シェアハウスが関係人口や地域住民・企業の
つながりを深める関係案内所として機能

三豊市
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論点の整理

■関係府省庁（構成員）との連携における現状と課題

・人口減少・少子化が進む中で、従来の市町村界にとらわれず、地域の生活
や経済の実態に即した広域的な視点から、地域の暮らしの利便性・持続可
能性の維持・向上を図るためのまちづくりの検討を行う必要がある。

■構成員のみなさまにご議論いただきたいこと
・市町村の枠を超えた広域連携の枠組みや施設整備の事例があれば
情報提供いただきたい。
・コンパクト・プラス・ネットワークの実効性を高めるために、各省庁の所管する
圏域概念と広域の立地適正化計画・地域公共交通計画の区域を連携させる
ことができるか議論いただきたい。
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